
2024年 1月 4日 

 

 

じゅうろくでんさいサービス 支払企業利用条件変更のお知らせ 

 

じゅうろくでんさいサービスにおきまして、支払企業として利用する場合の代表決済口座

に普通預金口座を追加いたします。それに伴い「じゅうろくでんさいサービス利用規定」

を改定いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．支払企業としての利用条件の変更 

  変更前 変更後 

代表決済口座は当座預金口座に限る 代表決済口座は普通預金口座または当座預金口座 

 

 

２．「じゅうろくでんさいサービス利用規定」の改定 

（１）改定日 

2024 年 3 月 1 日(金) 

 

（２）新旧対照表（下線部が改定箇所） 

変更前 変更後 

（利用可能な預金科目） 

第 7 条 

1．代表決済口座 

（１）利用者は利用者名義の法人インターネッ

トバンキングの代表口座または利用口座（普通

預金口座または当座預金口座）を、利用申込書

により、でんさいの代表決済口座として届け出

てください。 ただし、第 5 条第 3 項で支払企

業としてのご利用を希望される代表決済口座は

当座預金口座に限らせていただきます。 

（略） 

2．決済口座 

（1）利用者は、代表決済口座以外にも、利用者

名義の法人インターネットバンキングの代表口

座または利用口座（普通預金口座または当座預

金口座）を、利用申込書により、でんさいの決

（利用可能な預金科目） 

第 7 条 

1．代表決済口座 

（1）利用者は利用者名義の法人インターネット

バンキングの代表口座または利用口座として登

録している普通預金口座あるいは当座預金口座

を、利用申込書により、でんさいの代表決済口

座として届け出てください。（削除） 

 

 

 

2．決済口座 

（1）利用者は、代表決済口座以外にも、利用者

名義の法人インターネットバンキングの代表口

座または利用口座として登録している普通預金

口座あるいは当座預金口座を、利用申込書によ



変更前 変更後 

済口座として届け出ることができます。 なお、

電子記録債権の決済資金の支払口座として使用

する口座には、当座預金口座を指定してくださ

い。 

（略） 

り、でんさいの決済口座として届け出ることが

できます。（削除） 

 

 

（略） 

（申込要件） 

第 8 条 

（略） 

①法人インターネットバンキング契約のご契約

者であり、かつ、ワンタイムパスワードの使用

者であること 

②第 5 条第 3 項で支払企業としてのご利用を希

望される場合は、当座預金口座（小切手・手形

を発行する口座）を開設していること 

③信託の受託者としての利用ではないこと 

（申込要件） 

第 8 条 

（略） 

①法人インターネットバンキング契約のご契約

者であり、かつ、ワンタイムパスワードの使用

者であること 

②信託の受託者としての利用ではないこと 

（利用契約の制限・解除） 

第 11 条 

（略） 

3．        （略） 

 ⑥当座勘定規定に則り、当行が当座預金口座

を解約したとき 

 

（略） 

（利用契約の制限・解除） 

第 11 条 

（略） 

3．        （略） 

 ⑥当座勘定規定に則り当行が当座預金口座を

解約したとき、または普通預金規定に則り当

行が普通預金口座を解約したとき 

（略） 

 

以 上 

 


